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Ⅰ　は じ め に

　諸外国の障害者雇用施策は，歴史的に，障害を
個人の機能障害と捉えて保健医療福祉の問題とし
て扱う「医学モデル」と，障害を機能障害に基づ
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本稿は，ドイツで 2023 年に成立し，2024 年 1 月に全面施行された「包摂的な労働市場の
促進に関する法律」に焦点を当て，同国の障害者雇用施策の現状と制度改正の要点を整理
し，日本の制度検討に資する資料を提供する。ドイツでは，障害者雇用率制度，福祉的就
労（障害者のための作業所）や中間的就労（包摂事業所），就労支援サービスと給付制度

（労働予算や雇用主のための一元的な相談窓口等）といった多層的な仕組みが整備されて
きたが，一般労働市場への移行率の低迷，職業マッチングの不全，給付手続の遅延が課題
とされていた。本法は，①ゼロ雇用企業への負担調整賦課金の倍額化（新カテゴリ創設），
②賃金補塡上限の一部撤廃と雇用率のダブルカウント，③包摂事業所の地位の明確化，
④負担調整賦課金の使途の一般雇用促進への集中，⑤統合局の給付決定の迅速化保証，
⑥参加に基づく障害認定を検討する専門家会議の新設などを柱とする。これらは包摂的な
労働市場の構築と熟練労働者不足の解消という 2 つの社会課題の解決を同時に追求する総
合的改革であり，日本の就労継続支援事業や雇用率制度の今後のあり方に対して示唆を与
える。本稿は，障害者雇用政策における 3 つのモデルと国連障害者権利委員会によるドイ
ツ及び日本における課題の指摘を概略するⅠ，ドイツ制度の現状を概観するⅡ，本法の改
正内容を紹介するⅢ，日本への示唆を論じるⅣで構成される。

【キーワード：障害者労働問題，雇用政策，労働市場】

く社会的障壁の問題とし，その除去を第一義的に
考える「社会モデル」が大きな 2 つの潮流となっ
てきた。ドイツや我が国は歴史的に前者に属し，
医学的な障害者認定制度や障害者雇用率制度等，
共通点が多い。一方，「社会モデル」と同様に障
害を個人ではなく社会的要因の問題と捉えるもの
の，機能障害は人間の多様性の一部であるとし，
障害のない人による他律ではなく，何人も権利能
力と行為能力を持つ主体としてその尊厳が保障さ
れることに重きをおく「人権モデル」が現在台頭
している 1）。2008 年には，「社会モデル」を重視

ドイツの「包摂的な労働市場の促進に
関する法律」による障害者雇用の推進
の動向

●研究ノート（投稿）
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した国連障害者権利条約 2）が発効したが，この
条約に基づき，条約の実施状況を監視する障害者
権利委員会（以下，「権利委員会」という）が各国
に提示する総括所見は，「人権モデル」に基づい
ている 3）。
　我が国では 2016 年に改正障害者雇用促進法

（差別禁止・合理的配慮関係）が施行され，障害者
差別禁止や合理的配慮提供が事業主の義務とされ
たが，ドイツでは既に 2006 年に包括的に差別を
禁じる一般平等待遇法が施行され，障害者を不利
益取扱いから保護するために必要な予防措置と，
不利益取扱いが起こった場合にこれを除去するた
めに必要な措置を雇用主に義務付けるとともに，
義務違反の場合の損害賠償請求権が認められてい
る 4）。
　しかしながら，権利委員会は，なおも，ドイツ
や日本に対して，未だに多くの障害者が福祉的就
労にとどまらざるを得ない状況を踏まえ，一般労
働市場からの障害者の分離や職場のアクセシビリ
ティの問題等を懸念事項として挙げ，福祉的就労
施設である作業所から一般労働市場への移行を促
すとともに，障害者雇用の量的拡大と質的向上，
各障害者のニーズに合わせた就労支援といった雇
用と福祉の連携の促進等の課題を指摘してい
る 5）。2023 年 10 月 3 日のドイツに対する権利委
員会第 2, 3 回総括所見においても，なお，障害
者の失業率の高さ，作業所に在籍する障害者数の
多さ，一般労働市場への移行率の低さ，並びに職
場や職業訓練施設へのアクセシビリティ及び合理
的配慮の問題が指摘され，作業所から一般労働市
場への移行支援に関する行動計画の策定やアクセ
シビリティを保証する措置の実施等が求められて
いる 6）。
　本稿では，ドイツにおいて，2023 年 6 月 6 日
に成立した「包摂的な労働市場の促進に関する法
律」7）（以下，「本法」という）が障害者雇用に関す
る社会法典等のさまざまな条項を改正し，新たな
施策の展開を意図していることに着目し，本法の
背景となる課題状況，本法の目標，具体的な改正
点と講じられた施策・措置を紹介し，今後の我が
国の障害者雇用制度の議論に資する参考資料を提
供することとする。

Ⅱ�　ドイツの障害者雇用施策の現状と 
課題

　最初に，ドイツの障害者雇用施策の概要及び現
状と課題について整理しておきたい。我が国と同
様，ドイツでは，障害者雇用率制度による一般企
業への就業促進（Ⅱ1）と，直ちには一般就業が
困難な障害者への福祉的就労及び中間的就労の提
供，並びに福祉的就労から一般就労への移行の支
援等があり（Ⅱ2），また，福祉や医療等とも連携
して実施される職業紹介や雇用継続等の支援サー
ビスや給付制度が整備されている（Ⅱ3）8）。以下，
順に見ていこう。

１　障害者雇用率制度

（1）制度の概要
　ドイツでは，障害者の認定は 0（全く障害なし）
から 100（完全な障害）の障害度によっており，
障害度 50 以上を「重度障害者」と呼んでいる 9）。
また，障害度が 30～40 の軽度障害者は，同等認
定がなければ就職や就業継続が困難であると連邦
雇用エージェンシー（Bundesagentur für Arbeit, 
以下，「BA」という）が認めれば「重度障害同等
認定者」として，一定程度，重度障害者と同じ保
護を受けられる 10）。
　全ての雇用主は，これら「重度障害者」等（以
下，まとめて「障害者」という）の職業生活への参
加に寄与する義務を負う。ドイツの法定雇用率
は，公的機関も民間企業もともに最低ラインを原
則 5％に設定している（社会法典第 9 編（以下，

「SGB9」という）第 154 条第 1 項第 1 文）11）。なお，
中小規模企業には別途，これを軽減する規定があ
り，年平均従業員数が 20 人以上 40 人未満の小規
模企業の場合は障害者 1 人，同 60 人未満の中規
模企業の場合は 2 人を雇用する義務が課されてい
る（同第 3 文）。
　この義務を果たさない，つまり法定雇用率／人
数を満たさない雇用主に対しては，一定額の負担
調整賦課金（同第 160 条。日本における障害者雇用
納付金に相当）が課される。この負担調整賦課金
は，まず統合局に納付される（同第 160 条第 4 項）。
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統合局はそのうち一定の割合（2025 年時点は 18％：
重度障害者負担調整賦課金令（以下，「SchwbAV」
という）第 36 条第 1 文）を連邦労働社会省（以下，

「BMAS」という）が管理する負担調整基金 12）に
配分した後，残りを SchwbAV 第 14 条第 1 項に
定められた「使途」に基づいて，障害者の職業生
活への参加支援を実施する者（統合専門サービス
Integrationsfachdienste，包摂事業所 Inklusionsbetriebe，
雇用主など）に給付する 13）。また，統合局自身も
この負担調整賦課金を原資として「雇用主のため
の一元的な相談窓口」や「労働予算」（いずれも
後述）などを実施する 14）。

（2）障害者雇用における現状と課題
　2022 年は，障害者雇用率制度で算定対象とな
る障害者約 112 万人（重度障害者約 91 万人，重度
障害同等認定者約 20 万人，重度障害及び同等認定の
職業訓練生等が約 8 千人）が雇用されていた。
2021 年の 15 歳以上 65 歳未満の生産年齢人口に
おける就業率は人口全体が 75.6％であるのに対し
て障害者は 47.8％と明らかに低く，その傾向は依
然として改善していない 15）。また，障害者は一
旦失業すると，再就職までの期間が長くなる傾向
にある 16）。2022 年，ドイツで法定義務を負う雇
用主 17 万 8690 社（民間企業／公的機関）のうち，
4 万 6231 社（26％）が障害者を 1 人も雇用してい
ないゼロ雇用企業であり，その 9 割以上を中小企
業が占めている。一方，5％の法定雇用率を完全
履 行 ／ 完 全 達 成 し て い る 企 業 は 6 万 8850 社

（39％），一部履行／一部達成が 6 万 3609 社（36％）
であった。従業員 60 人以上の企業において実雇
用率は 4.7％（民間 4.2％，公的機関 6.2％）であっ
た 17）。
　法定雇用義務があるにもかかわらず，障害者を
1 人も雇用していない雇用主に対しては，行政罰

（秩序罰）として，1 万ユーロ以下の過料を科すこ
とができる規定が設けられていた（SGB9 第 238
条第 1 項旧第 1 号及び同条第 2 項）が，連邦議会調
査局が公表した統計によると，2021 年に同条に
基づいて秩序違反手続に付された件数は 142 件，
同秩序違反手続が終了した件数は 135 件，うち過
料に処されたのは 6 件であり，制裁金による雇用

促進への威嚇力はほぼ無いに等しかった 18）。
　連邦政治教育センターウェブサイト等では，障
害者雇用率が低い要因として，雇用主側（障害者
の労働能力や厳しい解雇規制への疑念，支援制度の
未利用，障害者への接し方に関する不安，職場環境
の未整備），障害者側（差別・偏見を恐れての非開
示での就業，気後れによる労働市場への消極的アク
セス，不十分な能力開発機会），社会的要因（アク
セシビリティの欠如，医療給付の不足，就労支援
ネットワークの未整備）の 3 つの側面から指摘し
ている 19）。特に，就労支援ネットワークの問題
については，失業している障害者の多くが既に適
切な能力開発を終了しているにもかかわらず，な
かなか職を見つけられない状況が明らかになって
いる 20）。経営学士同等の資格を有する障害者の
女性が 2 千社に応募して 2 千社全てから断られた
事例も報じられている。また，免許証すら所持し
ていない障害者の女性に，公的雇用支援機関であ
る雇用エージェンシーがフォークリフト運転作業
員の職を紹介した事例のように，マッチングの問
題もある。更には，雇用主側が障害者雇用のため
の給付を雇用の前提とする一方，給付機関は採用
決定を給付の前提とするという事例も発生してお
り，制度設計の改善や運用者の教育も切迫した問
題である 21）。
　一方，我が国と同様，ドイツは少子高齢化に伴
う人口動態の変化によって，生産年齢人口の先細
りに基づく絶対的な労働力不足が憂慮されている
と同時に，人口のボリュームゾーンが高齢者に移
行することによる介護・医療分野における労働力
需要の高まりといった特定分野における労働力不
足も深刻化している。また，今日，趨勢となって
いるデジタル化と脱炭素化の促進という社会の構
造的変化は，労働者に IT 等これまでとは異なる
スキルを要求しており，これも熟練労働者不足の
原因とされている 22）。この新たな人材ニーズに
政府は障害者を積極的に取り込もうと考えてお
り，そのための職業訓練といった施策が急務と
なっている。
　このように，障害者の雇用状況の更なる改善に
加え，ドイツにおける新たな人材需要の高まりと
障害者の能力開発 23）の受給ギャップを埋めるべ
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く，実務で発生している制度上の問題の改善はも
とより，求職障害者の能力や希望を汲み取り，適
切な職を斡旋するためのマッチングスキルや人材
受給ギャップを埋める効果的なマッチングの方
策，更には実際の需要にマッチした能力開発が喫
緊の課題となっている。

２　福祉的就労と中間的就労

（1）制度の概要
　ドイツでは，一般労働市場において就労がで 
きない障害者のための福祉的就労として，「障害
者 の た め の 作 業 所（Werkstätten für behinderte 
Menschen，以下，「WfbM」という）」がある。継
続的な就労の場が提供される職業生活への参加と
統合のための施設である（SGB9 第 219 条）。BA
による認定制度があり，認定を受けた作業所は，
公的機関から優先的に業務委託を受けることがで
きる一方，仕事を発注した企業はこの公認作業所
への業務委託により，負担調整賦課金の一部を控
除される制度もある 24）。
　また，一般労働市場における職業参加が特に困
難な障害者に対して，能力開発の機会や社会保険
加入義務のある雇用契約を提供する包摂事業所が
ある。包摂事業所は，法的には一般労働市場に分
類されており，雇用する障害者の割合は 30％以
上 50％未満と法定されている（SGB9 第 215 条第 3
項）。障害のある者とない者が共に働くという包
摂を実現しながらも一般労働市場の企業としての
経済性を保証するためである。また，包摂事業所
は，「WfbM と一般労働市場との間の架け橋」と
いう役割を担っており，これが労働市場における
包摂事業所の立ち位置を曖昧にしているとの指摘
が以前からなされていた 25）。

（2�）福祉的就労から一般雇用への移行促進の 
制度

　ドイツにおける福祉的就労である WfbM から
一般労働市場における企業での長期雇用への移行
を促進するため，2016 年の連邦参加法により
SGB9 第 61 条に「労働予算」が新設された（2018
年施行）。これは，生産性が低かったり企業に
とって雇用継続の負担が大きかったりして従来は

福祉的就労の対象となりやすかった障害者につい
て，企業の経済的な理由による雇用継続の限界を
公的にカバーし，一般企業での多様な支援の活用
による雇用継続を可能にするものである。具体的
には，「職業生活への参加のための給付」の 1 つ
として，①当事者の生産性の低さを補うために雇
用主に対して無期限で提供する賃金補塡手当と
②障害を起因として職場で必要となる指導や同伴

（社内の従業員支援（personelle Unterstützung）や
外部のジョブコーチといった人的支援）にかかる費
用への給付を可能とするものである（同第 2 項第 1
文）26）。労働予算を利用した企業との労働契約が
終了した場合，障害者には作業所に復帰する権利

（Rückkehrrecht zur WfbM）があり，直ちに失業
状態になることはない。もっとも，それゆえに，
失業保険の対象外であるというデメリットもある。
　この労働予算については，労働予算を利用して
一般企業で就業すると，作業所で継続的に福祉的
就労をした場合に比べて老齢年金等が減額される
といった情報不足による誤解も生じており，制度
が開始されて数年が経過しているにもかかわら
ず，利用者が少ないことが指摘されている 27）。

３　就労支援サービスと給付制度

（1）関係機関の連携による就労支援の強化
　ドイツにおける障害者雇用支援に係る給付制度
やサービスは，社会法典により，BA による雇用
支援，統合局による社会参加支援に加え，医療保
険，年金保険，福祉，青少年支援，戦争犠牲者支
援等，関連分野別に定められている。しかし，福
祉と雇用の連携や，精神障害者等の医療と雇用の
連携等，より障害者の個別ニーズに沿った効果的
な支援の必要性の高まりにより，これらを，より
予防や社会参加・包摂を重視する方向に転換する
ため，包括的な立法パッケージである「連邦参加
法」が 2016 年に可決され，2017 年から 2023 年
にかけて段階的にドイツの「障害者のリハビリ
テーションと参加」に関する SGB9 への編入が進
められてきた 28）。

（2）職業生活上の継続的な人的支援の確保
　従来一般雇用が困難であった障害者に対して
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は，WfbM に代わる企業での一般就業の選択肢と
して，援助付き就業（Unterstützte Beschäftigung）
がある。これは，就職後の職業生活の維持を可能
にするための職場環境整備も含めたジョブコーチ
等の専門支援の実施によるものである。そのため
に，負担調整賦課金を財源として，障害者自身
が，職業同伴（Berufsbegleitung）を請求すること
が で き（SGB9 第 185 条 第 4 項 ）， 例 え ば ジ ョ ブ
コーチングであれば通常 6 カ月間の提供を受ける
ことができる 29）。また，例えば視覚障害者のた
めの音訳や聴覚障害者のための手話通訳など，障
害者が就業上必要な支援を提供する人について，
就労支援者（Arbeitsassistenz）を請求することが
でき（同第 5 項），その費用を統合局が負担する
ものである 30）。
　しかし，このような就職後の継続的な支援を前
提として，雇用主と求職者との間で雇用の合意が
成立しているにもかかわらず，給付申請にかかる
統合局内の手続処理に時間がかかり，うまくいか
ないケースが多くあることが指摘されている 31）。

（3）統合局による企業向けの一元的な相談窓口
　連邦参加法の実施を促進するために制定された
2021 年の参加強化法によって，これまで障害者
を 1 人も雇用していないゼロ雇用企業や，職業生
活に関する社会保障制度やリハビリテーション制
度にアクセスできていない企業 32）をターゲット
とする施策として「雇用主のための一元的な相談
窓口（Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber，
以下，「EAA」という）」（SGB9 第 185a 条，SchwbAV
第 14 条第 1 項第 2 号）が設けられ，2022 年 1 月 1
日から運営されている。これは，障害者の社会参
加支援を担当する統合局が担う職業生活における
同伴支援（Begleitende Hilfe）の新たな任務であり，
重度障害者及び同等認定者の教育，採用及び雇用
について，企業への情報提供，相談及び支援を行
う「水先案内人」として位置付けられている 33）。

Ⅲ�　本法の目標並びに具体的な改正点と
施策及び措置

　本法は，雇用に関して，障害を理由とする差別

を断じて許さず，包摂的な社会の実現には，障害
者が職業生活に参加できることが重要であるとの
理念のもと，障害の有無にかかわらない社会包摂
を重視し，障害者が他の者と同等の権利を持ち，
自己決定に基づいて職業生活に参加できる包摂的
な労働市場を構築すると同時に，熟練労働者不足
の解消を目指すという 2 つの社会課題の解決を目
指すものである。そして，「より多くの障害者を
一般就労に移行させること」「健康上制限のある
人がより多く就業を継続すること」「参加に照準
を合わせた重度障害者への支援を可能にするこ
と」という 3 つの目標が掲げられている。この目
標達成のために，本法は，企業の直接雇用へのイ
ンセンティブを強化するとともに，負担調整賦課
金の使途を企業の一般雇用の促進支援と障害者の
リスキリングに集中し，更に，2022 年に設置さ
れた EAA を活用して特にゼロ雇用企業への支援
を行う等のさまざまな施策及び措置を講じてい
る。また，障害や制限について，より参加の視点
に立った認定を行い，それに基づく支援を可能に
する検討体制が整備される 34）。

１　企業の直接雇用・継続雇用促進へのインセン
ティブと支援

　本法では，障害者の一般就業への移行を促進す
るために，企業の障害者の直接雇用を一層促進す
るための障害者雇用率制度を強化している。ま
た，EAA を積極活用し，ゼロ雇用企業に対する
支援の強化を図る。

（1�）負担調整賦課金額の引上げとゼロ雇用企業
カテゴリの新設

　本法は，負担調整賦課金に関する SGB9 第 160
条第 2 項第 1 文に第 4 号を新設し，ゼロ雇用企業
に対して，従来の 2 倍となる 720€ の負担調整賦
課金を支払う義務を一律に課すものとし，過料規
定（SGB9 第 238 条第 1 項第 1 号）は削除した 35）。
また，従業員数の少ない中小企業に適用される特
別規定についても，同様にゼロ雇用のカテゴリが
新設された（同第 160 条第 2 項第 2 文）（表 1）36）。
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（2�）労働予算による賃金補塡の上限の一部撤廃
及び雇用率のダブルカウント

　本法は，2022 年 10 月以降に法定最低賃金が
12€ ／時間に引き上げられたことを受け，労働予
算のうち賃金補塡手当部分（Ⅱ2（2）①）につい
て，従来は雇用主が定期的に支払う労働報酬の
75％まで，かつ社会法典第 4 編第 18 条第 1 項に
定める標準月額（Bezugsgröße）の 40％までとさ
れていた上限（SGB9 第 61 条第 2 項第 2 文）のう
ち後者の社会保障共通規定に係る部分を削除し
た 37）。これにより，継続的な経済的負担がより
大きな障害者について，雇用主の雇用意欲を高め
ることが意図されている 38）。
　また，本法によって雇用率における複数カウン
ト制度を定める SGB9 第 159 条に第 2a 項が追加
され，労働予算を利用する重度障害者を雇用した
場合，最初の 2 年間は義務雇用数を 2 にカウント
できることになった。

（3�）雇用主のための一元的な相談窓口（EAA）
によるゼロ雇用企業等への支援の強化

　上述したとおり，2022 年 1 月 1 日から，全国
で EAA が運営されているが，本法は，この既存
の制度を積極的に活用し，当該企業への支援を強
化することで，一般労働市場における障害者雇用
を促進し，将来的には熟練労働者不足の解消に繫
げることを目論む 39）。

２　負担調整賦課金の使途の一般雇用の促進支援
への集中化

　また，同法は，負担調整賦課金を原資とした統
合局の支援を，障害者の一般雇用の促進に集中的
に利用するものとしている。

（1�）負担調整賦課金を財源とする資金は全て一
般労働市場における雇用促進に利用

　負担調整賦課金は，本来，障害者の職業生活へ
の参加のために配分されるものであるが，これま
では，劣後的ではあるものの，障害者の居場所に
重きが置かれた障害者用施設の取得・新築・増
築・近代化 40）といった箱ものへの給付にも配分
されており，WfbM や作業所勤務の重度障害者
が居住する障害者のための住居等に対しても給付
されていた。2020 年度は，190 施設に対して約
3100 万ユーロが給付されており，これは支出全
体の約 5.3％を占めていた 41）。
　本法の「障害者をより一般労働市場へ」という
趣旨を受けて，今後，負担調整賦課金を財源とす
る資金は，当該施設の建造用には配分せず，全て
一般労働市場における雇用促進プログラムに充て
られることになった 42）。

（2�）包摂事業所の一般労働市場における地位の
明確化

　本法は，包摂事業所の任務を定める SGB9 第

表 1　SGB9第 160 条第 2項に基づく負担調整賦課金

企業規模
（訳注：年平均従業員数）

法定雇用枠
（訳注：率又は人数）

実雇用枠
（訳注：率又は人数）

未履行枠当たりの
負担調整賦課金額
（訳注：～2023 年）

未履行枠当たりの
負担調整賦課金額

（2024 年以降）

60 人以上 5％

0％ 360€ 720€
0％から 2％未満 360€ 360€
2％以上 3％未満 245€ 245€
3％以上 5％未満 140€ 140€

40 人以上 60 人未満 2 人
0 人 245€ 410€

0 人から 1 人未満 245€ 245€
1 人以上 2 人未満 140€ 140€

20 人以上 40 人未満 1 人
0 人 140€ 210€

0 人から 1 人未満 140€ 140€
20 人未満 法定雇用枠なし＝負担調整賦課金の設定なし
出所：�REHADAT ウェブサイト Was ist die Ausgleichsabgabe? https://www.rehadat-ausgleichsabgabe.de/verstehen/

was-ist-die-ausgleichsabgabe から引用。筆者翻訳。筆者網掛け部分が本法による新設。なお，金額はいずれも月額。
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216 条第 1 文上の「一般労働市場の事業所又は公
務所におけるその他の雇用への仲介にかかる支
援」という文言を削除することで，移行を前提と
した一時的な雇用の場と解釈可能な包摂事業所の
中途半端な立ち位置を改めた。この改正により，
包摂事業所は，包摂性の高い一般労働市場の企業
として経済的に活動し，市場での地位を確保する
義務があることを明確にした。また，現在の包摂
事業所での雇用に満足している障害者にとって
は，一般労働市場における他の企業に移行する必
要がなくなることから，当事者の利益も考慮され
た施策であるといえる 43）。

（3�）障害者のリスキリングへの負担調整賦課金
の活用

　障害者のリスキリングの観点から，本法によっ
て負担調整基金を定める SGB9 第 161 条に第 2 項
が追加され，障害度 20～40 の軽度障害者であっ
ても，職業生活への参加のための給付を受けてい
る若年者については，その職業訓練の支援に負担
調整基金を充てることが認められることになっ
た 44）。

（4�）障害者本人が必要とする支援の実現の迅速化
　本法は，障害者が社会保険加入義務のある雇用
契約を締結・維持するために必要な措置である職
業同伴と就労支援者に関して，統合局内の迅速な
手続を保証し，これらの給付が遅滞なく受給でき
るようにするものである。すなわち，SGB9 第
185 条に第 9 項を新設し，明確な理由なく申請後
6 週間以内に統合局が判断をしない場合は，統合
局の許可が得られたものとみなすこととした 45）。

３　参加の視点に立った障害認定と支援の検討体
制の整備

　障害や制限については，近年，従来の医学モデ
ル中心の鑑定から，より「参加」の視点に立った
検討が追求されている。2018 年には障害認定の
根拠となる援護医学令（以下，「VersMedV」とい
う）第 2 条別表「援護医学の原則」の大規模改正
が計画されていたが，当事者団体の強い反対に遭
い，当該改正案が廃案となったため実現せず，

「参加」本位の援護政策・体制の確立が火急の課
題として残っていた 46）。
　本法によって，BMAS 内に設置されていた援護
医学に関する医療専門家会議が廃止（VersMedV 第
3, 4 条の削除）され，代わりに援護医学鑑定に関す
る専門家会議が新設（SGB9 第 153a 条）されること
になった 47）。従来の専門家会議は同省に任命され
た医師のみで構成されていたが，新たに設置され
る会議の構成員は，同省の他，州の担当省と共に
ドイツ障害者評議会（Deutscher Behindertenrat）48） 
もそれぞれ 7 名の指名権を持ち，各 7 名のうち最
低でも 4 名を援護医学等の専門医とする一方，例
えば社会科学・労働科学，参加研究，障害研究

（Disability Studies）といったその他の分野の専門
家の指名が推奨されていることから，「純粋に医
学的な障害の把握ではなく，参加に着目した全体
的なアプローチ」を目指す構成となった。これに
よって，新設される専門家会議は，BMAS への
助言や上記別表「援護医学の原則」の水準維持，
障害度認定の鑑定基準の更新・作成といった従来
の専門家会議の任務を継承するとともに，より当
事者の参加に重きを置く機関となった。
　上記別表の大規模改正における当事者団体から
の意見に鑑みると，治療中の疾病，痛み等による
参加制約の程度の考え方，支援機器の活用の影響
等，より多様な障害者の支援ニーズに対応した障
害認定等が，新設された専門家会議の重要な課題
となることが予想される 49）。

４　同法の施行後の動向

　本稿で紹介した新条文の施行日は，公布日翌日
の 2023 年 6 月 14 日又は 2024 年 1 月 1 日である。
その具体的な取組みとして，特に「包摂的な労働
市場の構築」については，雇用企業，給付制度，
支援制度や包摂事業所の改革等，障害者の雇用状
況の更なる改善のために総合的な改革の方向性が
明確となっているものの，労働予算と失業保険の
問題や，一般労働市場への移行に有効な制度であ
る EAA の評価の実施の必要性等，残された課題
も多い 50）。また，「熟練労働者不足の解消」につ
いては若年者の職業訓練や企業への支援の強化及
び EAA の強化にその萌芽は窺われるが，例えば
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マッチングの問題などへの具体的な取組みは未だ
明確とは言えず，引き続き検討課題と言えよう。
　BMAS は，権利委員会の第 2, 3 回総括所見を
受けて，2024 年 3 月に「障害者のための作業所
から一般労働市場への移行に関する行動計画」を
策定し，WfbM 改革の目標の中に「WfbM から
一般労働市場への更なる移行」と「個別支援の改
善」を掲げ，早急な実現のために第 2 次「包摂的
な労働市場の促進に関する法律」の制定を計画し
ていることを明らかにした 51）。また，連邦労働
社会相は，EAA の活動に基づく知見や負担調整
賦課金第 4 カテゴリの相当性の評価も含め，本法
による措置の成果についての評価を 2026 年 12 月
31 日までに実施することを明言している 52）。

Ⅳ　おわりに―我が国への示唆

　障害者の労働と雇用の権利の保障は，諸外国に
共通の課題であり，各国で多様な取組みが発展し
ているが，ドイツは障害の「医学モデル」による
法制度整備の先進国として我が国の法制度のモデ
ルともなってきた国である 53）。ドイツと我が国
では，法制度・サービスは異なる点も多いが，権
利委員会は，我が国に対しても一般労働市場から
の障害者の分離や職場のアクセシビリティの不十
分さを懸念事項として挙げ，一般労働市場への移
行の迅速化を求めていることは上述したとおりで
あり，この点で課題の共通点も多い。
　本法を含め，ドイツにおける近年の障害者権利
条約への対応の動向は，単に障害者差別禁止や合
理的配慮提供を超えて，障害者の労働と雇用の権
利の一層の保障に向けた抜本的なものとなってお
り，なお，進行していることが確認できた。
　我が国にも，一般労働市場での企業雇用が困難
な障害者への福祉的就労として，就労系福祉サー
ビスに位置付けられる就労継続支援事業があり，
労働契約のない B 型事業所と，労働契約のある
A 型事業所がある。我が国の就労継続支援事業
の今後のあり方として，従来一般就業が困難とさ
れ福祉的就労を利用してきた障害者の社会参加を
促進するためには，福祉的就労を単純に廃止する
だけでは却って害をなす危険性は高い。この点，

ドイツでは，公認作業所に業務委託する企業への
負担調整賦課金の一部控除の制度を残しながら
も，一般労働市場の包摂性を高めることと，福祉
的就労自体の改革，そして，それらの一番基本と
なる障害者が活躍できる仕事の確保とマッチング
の推進や，障害者の支援ニーズに沿った専門支援
が総合的に実施される動向がみられる。障害者の
一般労働市場での就業可能性を広げる社会側のバ
リアの除去を中心としたこれらの総合的な対策
は，「医学モデル」の限界に対する社会モデルや
人権モデルの適用例として，我が国にも示唆的で
ある。具体的には，障害者ゼロ雇用企業の義務違
反に対する負担調整賦課金の引上げと相談支援の
強化という硬軟両面での施策，一般労働市場での
雇用を促進する労働予算での賃金補塡や障害者自
身による費用請求権のあり方，包摂性の高い企業
として包摂事業所を一般労働市場に明確に位置付
けたこと，障害者の職業訓練の強化，更に，参加
の視点に立った障害や制限の認定と支援の検討体
制の整備は，いずれも我が国の障害者の労働と雇
用の権利の一層の保障に向けて参考になるものと
考える。引き続き今後の動向に注目していきたい。

付記　本稿脱稿後の 2024 年 12 月 2 日に，BMAS は，SGB9 第
160 条第 3 項に基づいて，負担調整賦課金の更なる引上げを告示
した。2025 年度分（2026 年支払）は，全カテゴリで現行よりも
更に 15€～95€ 増額された額となる 54）。また，政権交代に伴う
省 庁 再 編 に よ り，2025 年 5 月 か ら，Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz（ 連 邦 経 済・ 気 候 保 護 省 ） は
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie（連邦経済・エ
ネルギー省）に名称変更されている。
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